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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３１年３月２日 １７時３０分ごろ 

発生場所 熊本県八代
やつしろ

市八代港 

 八代港防波堤灯台から真方位０６７°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３１.４′ 東経１３０°３２.２′） 

事故の概要  押船第五十七住
すみ

若
わか

丸及びバージ東風
とんぷう

は、押船列を構成して航行中、

クレーンのバケット交換作業を行っていたところ、乗組員１人がバケ

ットから転落して負傷した。 

事故調査の経過  平成３１年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第五十七住若丸、４１３トン 

   １３７０６４、住若海運株式会社（Ａ社） 

   ２９.９７ｍ×１７.６５ｍ×７.５３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成１２年１０

月２６日 

Ｂ バージ 東風、３,８９５トン 

   なし、Ａ社 

   １０７.８８ｍ×２０.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成１３年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５４年４月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１月１４日 

    免状有効期間満了日 令和２年１月１７日 

  航海士Ａ１ 男性 ４０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２８年１２月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１２月１９日 

    免状有効期間満了日 令和３年１２月１８日 

  機関長Ａ 男性 ６６歳 

   四級海技士（機関） 
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    免 許 年 月 日 平成１５年３月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３０年３月１日 

    免状有効期間満了日 令和５年３月１０日 

 死傷者等 重傷 １人（機関長Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り時々雨、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１８時１６分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ１及び機関長Ａほか５人が乗り組み、Ｂ

船の船尾凹部にＡ船の船首部を嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」

という。）を構成し、平成３１年３月２日１７時１５分ごろ熊本県

三角
み す み

港に向けて八代港を出港した。 

 Ａ船押船列は、船長Ａが単独で船橋当直につき、航海士Ａ１がクレ

ーン操縦者兼作業指揮者として機関長Ａほか乗組員５人と共に、次の

荷役に備え、Ｂ船の前部甲板に設置された旋回式ジブクレーンのバケ

ットを土砂用のバケット（以下「土砂用バケット」という。）から石

用のバケット（以下「石用バケット」という。）に交換する作業を開

始した。 

 Ａ船押船列のバケット交換作業は、土砂用バケットの吊
つり

下げ用ワイ

ヤロープ（以下「支持ワイヤ」という。）先端の接続金具を土砂用バ

ケット上端部（甲板上高さ約６.６ｍ）から外し、バケット開閉用の

ワイヤロープ（以下「開閉ワイヤ」という。）をガス切断機により溶

断し、ジブを旋回させて土砂用バケット内に残っている開閉ワイヤを

引き抜いた後、石用バケットに支持ワイヤ及び開閉ワイヤを接続する

ものであった。 

 航海士Ａ１は、クレーン操縦室で、他の乗組員にトランシーバーで

指示を出しながらクレーンの操縦に当たり、ジブを旋回させ、土砂用

バケットを貨物倉から左舷船首部の架台に移動させて格納した。 

 別の航海士（以下「航海士Ａ２」という。）は、土砂用バケット側面

のステップを上がり、支持ワイヤ先端の接続金具を土砂用バケット上

端部から外し、支持ワイヤが振れないように、支持ワイヤにロープを

結んで他の乗組員（２、３人）にロープを保持させた。 

 土砂用バケット側面の他のステップを上がっていた乗組員は、航海

士Ａ２と共に、開閉ワイヤ先端の埋込み金具の手前でガス切断機によ

り開閉ワイヤを溶断した後、土砂用バケットから２人で下りた。 

 航海士Ａ１は、ジブを立てた状態で右舷側に旋回させて土砂用バケ

ット内の滑車に残っている約２ｍの開閉ワイヤを引き抜く際、溶断さ

れた開閉ワイヤが振れ回るので、開閉ワイヤを引き抜く前に、トラン

シーバーで周囲の乗組員全員に対してバケット周辺から離れておくよ

うに注意を促した。 



- 3 - 

 Ａ船押船列では、支持ワイヤに結んだロープを保持する乗組員

（２、３人）が船首側を向いたクレーン操縦室の下付近に、他の乗組

員が土砂用バケットと石用バケットの間にある倉庫の陰にそれぞれ位

置し、開閉ワイヤが土砂用バケットから引き抜かれる状況を見守って

いた。 

 機関長Ａは、土砂用バケット上端部から外された支持ワイヤの接続

金具を石用バケットの上端部（甲板上高さ約４.６ｍ）に接続する目

的で、右舷船首部に格納された石用バケットの上に立っていたとこ

ろ、開閉ワイヤが土砂用バケットから引き抜かれた際、振れ回る開閉

ワイヤと接触し、とっさに開閉ワイヤを掴
つか

んでしがみついたものの、

開閉ワイヤに振り回され、１７時３０分ごろ滑り落ちるようにして甲

板上に転落した。 

（図１、写真１～４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船押船列の配置図（概略） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船押船列 
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   写真２ 土砂用バケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真３ 石用バケット 
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機関長Ａが立っていた場所 
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写真４ Ｂ船の船首部付近の状況 

 

 航海士Ａ１は、機関長Ａが開閉ワイヤと接触して石用バケットから

転落するところを目撃し、船長Ａに機関長Ａが転落した旨を報告した

後、他の乗組員と共に機関長Ａの救護に当たった。 

 船長Ａは、Ａ社担当者に本事故の発生を報告するとともに、救急車

の要請を行い、Ａ船押船列を操船して八代港に入港した。 

 機関長Ａは、八代港に待機していた救急車により病院に搬送され、

頭蓋骨骨折及び左踵
しょう

骨骨折と診断されて入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船押船列では、年に３、４回バケット交換作業を行っていた。 

 Ａ社では、バケット交換作業に関する作業手順書を作成していなか

った。 

 Ａ船押船列のバケット交換作業は、手が空いている乗組員全員で行

うこととしており、船長Ａ又は航海士Ａ１がクレーン操縦者兼作業指

揮者として同作業に従事していたが、他の乗組員については担当する

作業が決まっていなかった。 

 機関長Ａは、Ａ船押船列に約１５年乗船しており、バケット交換作

業に十数回従事した経験があり、石用バケットの上で作業を行ったこ

とが４、５回あった。 

 Ａ船押船列では、船長Ａが３月２日か３日にバケット交換作業を行

う旨を乗組員に周知していたところ、八代港を出港前、日没前でバケ

ット交換作業を行うには十分な明るさがあり、海上が平穏で船体の動

揺がなかったので、同港を出港後に同作業を行うことを乗組員全員で

決め、航海士Ａ１が中心となって作業前のミーティングを行い、作業

手順、注意事項等を確認した。 

 Ａ船押船列では、ジブを旋回させて土砂用バケットから開閉ワイヤ

を引き抜く作業は、開閉ワイヤが振れ回って危険な作業であるので、

石用バケット 

左舷側 

右舷側 

倉庫 

機関長Ａが立っていた場所 開閉ワイヤ先端の振れ回り
（イメージ） 

土砂用バケット 
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ふだんから、開閉ワイヤの振れ回りが収まるまで危険な場所に立ち入

らないように注意しており、また、開閉ワイヤの振れ回りが収まり、

ジブを旋回させて石用バケットの上に支持ワイヤ先端を移動させた

後、石用バケットに上がる作業手順となっていた。 

 支持ワイヤ及び開閉ワイヤの直径は、約５０㎜であった。 

 乗組員は、バケット交換作業時、各バケットの頂部付近には安全帯

を取り付ける設備がなかったので、安全帯を使用していなかった。 

 機関長Ａは、本事故当時、ヘルメットを装着し、作業服上下の上に

ヤッケの上下、ゴム長靴、ゴム手袋を着用しており、特に疲れを感じ

ておらず、健康状態に問題はなかった。 

 機関長Ａは、本事故当時、通常の作業手順より早く石用バケットに

上がっていたものの、本事故当時の記憶が定かではなく、航海士Ａ１

がトランシーバーでバケット周辺から離れておくように注意を促した

のを聞いたか、また、なぜ石用バケットに早く上がっていたのか、覚

えていなかった。 

 機関長Ａは、これまでと同じように通常の作業手順どおり、土砂用

バケットから引き抜かれた開閉ワイヤの振れ回りが収まり、ジブが旋

回して石用バケットの上に支持ワイヤ先端が移動した後、石用バケッ

トに上がればよかったと本事故後に思った。 

 航海士Ａ１及び周囲にいた乗組員は、本事故当時、開閉ワイヤが土

砂用バケットから引き抜かれる際、開閉ワイヤが振れ回って危険なの

で、開閉ワイヤの状況を集中して見ており、機関長Ａが石用バケット

に上がっていることに気付かなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 Ａ船押船列は、八代港を航行してクレーンのバケット交換作業中、

バケットの頂部付近に安全帯を取り付ける設備がない状況下、機関長

Ａが通常の作業手順より早く石用バケットの上に上がっていたこと、

及び作業指揮者である航海士Ａ１が開閉ワイヤの状況を集中して見て

いたことから、土砂用バケットから開閉ワイヤが引き抜かれた際、振

れ回った開閉ワイヤが機関長Ａに接触し、機関長Ａが石用バケットか

ら転落して負傷したものと考えられる。 

 機関長Ａは、支持ワイヤの接続金具を石用バケットの上端部に接続

する目的で石用バケットの上に立っていたものの、本事故当時の記憶

が定かではなく、通常の作業手順より早く石用バケットに上がった理

由を明らかにすることはできなかった。 

 航海士Ａ１は、開閉ワイヤを土砂用バケットから引き抜く作業を行

う際、開閉ワイヤが振れ回って危険であり、トランシーバーで周囲の
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乗組員全員に対して注意を促したものの、同作業に集中していたこと

から、機関長Ａが石用バケットに上がっていることに気付かなかった

ものと考えられる。 

 Ａ船押船列では、バケットの頂部付近に安全帯を取り付ける設備が

なかったことから、機関長Ａが安全帯を使用していなかったものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が八代港を航行してクレーンのバケット交換

作業中、バケットの頂部付近に安全帯を取り付ける設備がない状況

下、機関長Ａが通常の作業手順より早く石用バケットの上に上がって

おり、また、作業指揮者である航海士Ａ１が開閉ワイヤの状況を集中

して見ていたため、土砂用バケットから開閉ワイヤが引き抜かれた

際、振れ回った開閉ワイヤが機関長Ａに接触し、機関長Ａが石用バケ

ットから転落したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、バケット交換作業について、航行中ではなく、

岸壁係留中に行わせることとした。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船舶所有者は、バケット交換作業の作業手順書を作成した上、乗

組員に対し、安全作業手順の周知を徹底すること。 

 ・乗組員は、安全作業手順を遵守すること。 

 ・索類が振れ回る作業を行う場合、乗組員が危険な場所にいないこ

とを確認した上で実施すること。 

 ・船舶所有者は、乗組員に高所作業を実施させる場合、安全帯を取

り付ける設備を設けた上、安全帯を使用させること。 

 ・作業指揮者は、作業を行わずに全体を監視して指揮することが望

ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（平成３１年３月２日 

１７時３０分ごろ発生） 

八代港防波堤灯台 

熊本県 

長崎県 

八代市 

八代市 

八代港 

三角港 

島原湾 

八代海 


